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経産省・外国公務員贈賄防止指針の改訂と 

海外贈賄リスク対応の実践方法 
 

～内部統制構築のステップ、不当要求対応のノウハウ、腐敗防止条項モデル条項の解説を中心に～  

講師 高橋
たかはし

大祐
だいすけ

 氏  真和総合法律事務所 パートナー 弁護士 

日時 平成２７年１２月４日（金）午後１時００分～午後４時００分 
 
現在、米英日を中心に外国公務員贈賄規制の執行・域外適用が強化されてきている。一方で、

特に、腐敗が蔓延する新興国・途上国においては、日本企業が外国公務員から圧力を受け賄賂の
支払を応じざるを得なくなる事態が生じている。また、近年、エージェント・JV など第三者を
通じた贈賄に対する処罰の危険性も高まっており、第三者の腐敗への関与に関するデューディリ
ジェンスも求められている。以上のような海外贈賄リスクの急速な高まりを踏まえて、今年 7 月
末には経済産業省の外国公務員贈賄防止指針も改訂された。  
そこで、本セミナーでは、海外贈賄に関する規制の最新動向を、指針改訂のポイントを含めて

分析すると共に、リスクベースの実効的かつ現実的な内部統制システムを構築するための具体的
なステップを解説する。また、賄賂の不当要求に対応するための危機管理対応のノウハウや組織
体制構築のあり方についても解説する。さらに、第三者デューディリジェンスの方法とこれを補
完するための腐敗防止条項についても、モデル条項コメンタールを配布の上、解説する。  

  

第 1 海外贈賄に関する法令違反・レピュテーションリスクの顕在化  

1 米国 FCPA の積極的域外適用と法的根拠・実例   2 英国贈収賄法の施行と処罰範囲の拡大  

3 日本の不正競争防止法の執行強化：経済産業省指針改訂を踏まえて  

4 中国など現地贈収賄規制の強化   5 レピュテーションリスクの高まり  

第 2 海外贈賄リスク対処のための内部統制システム構築の意義  

1 内部統制システム構築義務を果たすための海外贈賄対策の必要性  

2 処罰の減免を受けるための内部統制システム構築の必要性  

3 各国ガイドラインが要求する内部統制システムの構成要素とその比較  

4 外国公務員贈賄防止指針の改訂のポイント  

第 3 リスクベースの内部統制システム構築の具体的ステップ  

1 リスクベースアプローチの必要性とその実践方法  

2 平時の予防体制（経営トップのコミットメントと基本方針、社内ルール、担当部署、研修）  

3 リスクを探知・認識するための体制（事前照会制度、相談・通報窓口、監査）  

4 リスクを評価・対処するための体制（不正の意図・ファシリテーションペイメント・合理的か  

つ善意の支出に関するデューディリジェンス、是正・緩和措置）  

第 4 海外贈賄に対する危機管理対応のノウハウ  

1 賄賂不当要求に対する危機管理対応：国内反社会的勢力対応との比較  

2 賄賂不当要求を回避するための戦略的 CSR の有用性 3 賄賂発覚時における危機管理対応  

第 5 第三者デューディリジェンスと腐敗防止条項  

1 第三者を通じた贈賄に対する処罰の強化とその法的根拠  

2 第三者デューディリジェンスの範囲・内容・方法  

3 腐敗防止条項による補完の有用性：モデル条項コメンタールの解説  

  
【講師紹介】03 年司法試験合格。04 年早稲田大学卒業、05 年司法修習修了、弁護士登録、真和総合法律事務所入所。 08
～09 年、欧州連合国費給付奨学生として、ドイツ・ハンブルク大学、イタリア・ボローニャ大学、フランス・エクスマル
セイユ大学に留学し、各国から法学修士号取得。 09～10 年、米国フレッチャー法律外交大学院に留学し、国際法学修士号
取得。10～11 年、米国 K＆L GATE 法律事務所。現在、日本弁護士連合会 CSR と内部統制プロジェクトチーム副座長・不
正腐敗防止ワーキンググループメンバー・国際室幹事、早稲田大学日米研究機構招聘研究員、 JETRO アジア経済研究所研
究会外部委員。関連論文は、「海外贈賄リスク対処のための法的技術とその限界を踏まえた実務対応」（NBL1039 号 共著）、
「グローバル時代の CSR 法務戦略」（証券アナリストジャーナル 2014 年 8 月号）、「緊迫する世界情勢下におけるグローバ
ル危機管理」（NBL1015 号巻頭言 共著）、「グローバル時代の反社会的勢力対応」（NBL991・993 号 共著）など多数。  

 
※  録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。  

  ■主催  経 営 調 査 研 究 会  

  ■後援  金 融 財 務 研 究 会                    
        http://www.kinyu.co.jp 

Facebook：http://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：http://keichoken.blogspot.com/ 

 



 平成２７年１２月４日（金） 
１３：００～１６：００ 
 

茅 場 町 ･グ リ ン ヒ ル ビ ル 

金融財務研究会本社 セミナールーム  
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  

６番出口より徒歩１分  

（開場は開演の３０分前です。）  
 
１名につき３４ ,９００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２９ ,０００円。後日追加申込みが  

予定されている場合はその旨ご連絡下さい。  
 
経営調査研究会  ホームページ http://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2033  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料で
ご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時
は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)経営調査研究会  
 
三菱東京 UFJ 銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281 

みずほ銀行  京橋支店  1813877 三菱 UFJ 信託銀行 日本橋支店  1979947 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
 
経産省・外国公務員贈賄防止指針の改訂と  

海外贈賄リスク対応の実践方法  

    １２／４  

 
◆参加申込書◆ 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成２７年   月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 2273（Law-272273）                     

会 社 名 

TEL 
FAX 

 
E-Mail 

所 在 地 
〒 

参加者ご氏名  部課名  

〃  〃  

〃  〃  

〃  〃  

書類送付先 

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                  部課名 

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


